
令和７年度岡山市高齢者・障害者施設等運営支援金（下半期）交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、物価高騰の影響を受けている岡山市内の高齢者・障害者施設等（以

下「各施設」という。）の負担を軽減し、サービスの質の低下を防ぐため各施設に対し

予算の範囲内で高齢者・障害者施設等運営支援金（以下「支援金」という。）を支給す

るものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、岡山市補助金等交付

規則（昭和４８年市規則第１６号）に定めるところによる。 

（対象施設・事業所） 

第２条 支援金の対象となる施設・事業所（以下「対象事業所」という。）は、次に掲げ

る要件の全てを満たす施設・事業所とする。 

 (1) 令和７年１０月１日時点で岡山市内において事業を行っており、かつ申請時点で事

業を継続していること 

  (2) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）、児童福祉法（昭和２２年法律

第１６４号）、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）、老人福祉法（昭和３８年

法律第１３３号）等に規定されている施設・事業所であること 

 (3) 別表に掲げる施設種別等に該当すること 

 （支給額） 

第３条 支援金の支給額は、次の各号に掲げる別表の施設種別等の区分に応じて、当該各

号に掲げる額とする。 

 (1) 入所施設（次号に掲げる施設・事業所を除く。） 次の式により算出した額。な

お、式中の「令和７年度１食事提供日当たりの利用者数」とは、令和７年７月から令

和７年９月まで（食事の提供をした月に限る。）（令和７年１０月１日に対象事業所

を開始した場合は令和７年１０月）の延利用者数（食事の提供を受けた利用者に限

る。）を食事の提供した日数で除して得た数（小数点第１位以下に端数が生じた場合

は、これを切り捨てる。また、算出した人数が定員数を超える場合は定員数とす

る。）をいう。 

  １，５００円×令和７年度１食事提供日当たりの利用者数×令和７年１０月から令

和８年３月までの食事を提供する月数 

 (2) 宿泊型自立訓練事業所、共同生活援助事業所及び福祉ホーム 前号の規定により算

出した額に３分の２を乗じて得た額 

 (3) 通所施設  第１号の規定により算出した額に３分の１を乗じて得た額 

２ 前項の規定により算出した額に、１００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨

てる。 

 （支給条件） 

第４条 支援金は、次の各号に掲げる条件すべてに同意する場合に支給する。 

 (1) 支援金は、全額を食材料費の物価高騰に係る経費（消費税及び地方消費税相当額を

除く。）に充当すること。 



(2) 令和８年３月３１日までは事業を継続すること。 

 （申請受付期間） 

第５条 支援金に係る申請受付期間は、令和７年１０月１５日から令和７年１２月２６日

までとする。ただし、支援金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）が

郵送で申請をした場合、申請期限までの日付の消印があるものについては、申請期限ま

でに申請されたものとみなす。 

 （申請及び請求の方法） 

第６条 申請者は、支援金の支給を受けようとするときは、令和７年度高齢者・障害者施

設等運営支援金（下半期）申請書兼請求書（様式第１号）及びその他市長が必要と認め

る書類を前条に規定する申請受付期間内に市長に提出しなければならない。 

２ 支援金の支給は、同一の対象事業所において１回に限り受けることができる。 

 （支給の決定等） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査によ

り、支援金の支給の適否を決定するものとする。 

２ 市長は、支援金を支給することと決定したときは、令和７年度高齢者・障害者施設等

運営支援金（下半期）支給決定通知書（様式第２号）により、支援金を支給しないこと

と決定したときは、令和７年度高齢者・障害者施設等運営支援金（下半期）不支給決定

通知書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。 

 （支給決定の取消し） 

第８条 市長は、前条の規定により支援金が支給されることが決定した者（以下「受給

者」という。）が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給の決定の全部又

は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。 

(2) 支援金を他の用途に使用したとき。 

(3) 第４条各号に掲げる条件その他のこの要綱の規定に違反したとき。 

(4) 前各号のほか支援金の支給決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は

市長の指示・命令に従わなかったとき。 

２ 市長は、 前項の規定により支援金の支給の決定を取り消したときは、当該取消しに

係る部分に関し、当該受給者に対して令和７年度高齢者・障害者施設等運営支援金（下

半期）返還決定通知書兼返還命令書（様式第４号）により通知するとともに支援金の返

還を命じるものとする。 

 （加算金等） 

第９条 支給を受けた受給者は前条第１項に定める事由による取り消しを受けた場合にお

いて、前条第２項の規定による支援金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る支援

金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該支援金の額につき年利１０.９５パ

ーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。 

２ 支給を受けた受給者が、支援金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなか

ったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額（前項の規

定による加算金を除く。）につき年利１０.９５パーセントの割合で計算した延滞金を



市に納付しなければならない。 

３ 市長は、前２項の規定にかかわらず、受給者がやむを得ない事情により事業を廃止又

は休止したと認める場合は、加算金又は延滞金の全部若しくは一部を免除することがで

きる。 

 （受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第１０条 支援金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。 

 （支援金の経理等） 

第１１条 支援金の支給を受けた者は、支援金対象経費に係る帳簿及び全ての証拠書類を

備え、他の経理と明確に区分して整理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなけ

ればならない。 

２ 支援金の支給を受けた者は、前項の帳簿及び証拠書類を支援金受領の日の属する年度

の終了後５年間、保存しておかなければならない。 

 （委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は市長が別

に定める。 

附 則 

この要綱は、令和７年１０月１４日から施行する。 

 

別表 

施設種別等 

入所施設 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共

同生活介護事業所、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業

所、特定施設（養護老人ホーム、軽費老人ホームを除く）、（介護予

防）小規模多機能型居宅介護事業所（宿泊サービスに限る）、看護小規

模多機能型居宅介護事業所（宿泊サービスに限る）、施設入所支援事業

所、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設（療養介護）、短期

入所事業所、宿泊型自立訓練事業所、共同生活援助事業所、福祉ホー

ム、救護施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム 

通所施設 通所介護事業所、（介護予防）通所リハビリテーション事業所、地域密

着型通所介護事業所、（介護予防）認知症対応型通所介護事業所、（介

護予防）小規模多機能型居宅介護事業所（通いサービスに限る）、看護

小規模多機能型居宅介護事業所（通いサービスに限る）、第１号通所事

業所、生活介護事業所、自立訓練（機能訓練）事業所、自立訓練（生活

訓練）事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援Ａ型事業所、就労継

続支援Ｂ型事業所、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業

所、地域活動支援センター、小規模作業所、日中一時支援事業所、救護

施設 

  



 
  

人

月

(様式第１号)

口座名義人

（ヨミガナ）

支店名

預金種目

支店コード

口座番号

金融機関名

（ヨミガナ）

金融機関番号

支援金額
※金額の積算にあたっては、令和７年度岡山市高齢者・障害
者施設等運営支援金（下半期）交付要綱第３条の規定により
算出すること。

円

以下の事項についての同意

・支援金は、全額を食材料費の物価高騰に係る経費に充当します。
・令和８年３月３１日までは、事業を継続します。

振込先

（ヨミガナ）

※施設種別等が、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームは記入不要。

開始月

食事提供
※通所施設のみ記入

有　・　無
※直営や委託等で食事提供している場合に限る。
（単なる弁当注文等は対象外）

※令和７年１０月以前に開始している事業所は１０月と記入する
こと。

ＦＡＸ番号 担当者連絡先（携帯可）

施設形態 入所　・　通所 支給対象利用者数

施設・事業所の住所又は所在地

電話番号 事務担当者氏名

施設種別等

令和７年度高齢者・障害者施設等運営支援金（下半期）申請書兼請求書

令和　年　月　日

申請者 住所又は所在地 

法人名 

代表者職・氏名 

　令和７年度において、岡山市高齢者・障害者施設等運営支援事業の対象事業者として要件を満たしている
ため、令和７年度岡山市高齢者・障害者施設等運営支援金（下半期）交付要綱第６条の規定に基づき、申請
及び請求します。申請に当たっては、同要綱に定める条項の適用を受けることについて同意します。

事業所番号 施設・事業所名

　岡山市長　様



（様式第２号） 

  第   号 

令和 年 月 日 

 

令和７年度高齢者・障害者施設等運営支援金（下半期）支給決定通知書 

 

 

           様 

 

岡山市長 

 

 

 

申請されました標記の支援金について、審査の結果、下記のとおり支給決定しましたの

で、令和７年度岡山市高齢者・障害者施設等運営支援金（下半期）交付要綱第７条第２項

の規定により通知します。 

 

記 

 

１．支援金名  

 

  高齢者・障害者施設等運営支援金 

 

２．施設・事業所名 

 

 

３．支給額                   円 

 

  



（様式第３号） 

 

令和７年度高齢者・障害者施設等運営支援金（下半期）不支給決定通知書 

 

年  月  日 

 

               様 

 

岡山市長 

 

 

 

申請されました標記の支援金について、審査の結果、下記のとおり不支給決定しました

ので、令和７年度岡山市高齢者・障害者施設等運営支援金（下半期）交付要綱第７条第２

項の規定により通知します。 

 

記 

 

１．施設・事業所名 

 

 

２．不支給決定理由 

 

  



（様式第４号） 

 

令和７年度高齢者・障害者施設等運営支援金（下半期）返還決定通知書兼返還命令書 

 

年  月  日 

 

               様 

 

岡山市長 

 

 

 

標記のことについて、令和７年度岡山市高齢者・障害者施設等運営支援金（下半期）交

付要綱第８条第２項の規定により、以下のとおり決定したので通知し、返還を命じます。 

 

記 

 

１．施設・事業所名 

 

２．返還金額                   円 

 

３．返還事由    

 

４．返還期限 

 

５．返還方法 

 

 

 

 


